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シニア社会学会会員限定「求職者支援制度」講師募集のお知らせ 

ご自身の経験や知識を活かし、生産年齢層に対する貢献ができる講師募集！！ 

この度、資格の予備校として有名な株式会社東京リーガルマインド（通称：ＬＥＣ）様より、当学会会員

限定の「求職者支援制度」における講師募集がありましたので、お知らせします。 

「求職者支援制度（厚生労働省、平成２３年１０月１日施行）」とは、 

主に雇用保険を受給できない失業者の方に対し、 

（１） 無料の職業訓練（求職者支援訓練）を実施し、 

（２） 本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易に

するための給付金を支給するとともに、 

（３） ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するため

の制度です。 

同社は、「求職者支援制度」の実施機関であり、全国展開をしています。 

この度同社より本制度において 

① 就労支援の講師を担当できる方 

② 職業人講話の講師を担当できる方 

③ 実施校において常駐し受講生をサポートしていただける方 

を当学会会員限定で募集することとなりました。下記概要をご参照の上、希望されます方はＥメールにて、

事務局・黒澤まで、ご連絡をお願いします。 

記 

 

＜採用条件等＞ 

① 就労支援の講師は業務委託契約。講義報酬は資格、講師経験、勤務地等により若干異なりますが、１

コマ（５０分）２，０００円～。講義時間１日平日６コマ程度（１日の講義終了後１時間程度の質疑

応答も、講義料に含む）。勤務日等は応相談。 

② 職業人講話は、１日６コマ（１コマ５０分）の講義。その他の条件は①に同じ。 

③ 受講生サポートに関する業務は、時給制の雇用契約。 

④ 交通費、実費支給。 

＜応募資格＞ 

・ 一般社団法人シニア社会学会の会員若しくは団体会員の会員。 

・ 人事労務系に関する実務経験（採用や再就職の斡旋、社内研修・教育などに関する実務等）を５年以

上（大卒者は４年以上）有する方で、受講生の就労支援に強い意欲をお持ちの方。 

・ パソコンの基本操作（ワープロソフト、表計算ソフト、Ｅメールの使用）が可能な方。 

＜お問い合わせ＞ 

就労場所、募集期間、説明会日時等については、一般社団法人シニア社会学会 事務局・黒澤眞澄まで、

下記Ｅメールでお願いします。 

Ｅメール：m-kurosawa@lec.ac.jp 

以上 
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